
宿泊施設の整備を推進すべきエリア（令和２年３月２７日時点）

凡例

宿泊施設の整備を促進すべきエリア（令和２年３月２７日時点）
以下のア、イのエリアとする。
ア 「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」
における
・「中核的な拠点地区」
・「中核的な拠点周辺地区」
・「活力とにぎわいの拠点地区群」
・「活力とにぎわいの拠点地区」
・「国際ビジネス交流ゾーン」

イ 「新宿区 都市マスタープラン」で位置づける
・「創造交流地区」
・「賑わい交流地区」
かつ、「東京都市計画都市再開発の方針」における
・「再開発促進地区」
・「誘導地区」
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